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Ｑ 経済的な事情等でタブレット端末等の購入が困難な場合はどうすればよいですか。 

入学時の各御家庭の負担を軽減するため、分割での購入や、一定の要件のもと奨学資金の貸

与、貸出用端末の貸与などを行います。詳しくは、入学許可予定者オリエンテーション時に

御説明する予定です。特別支援学校においては、就学奨励費による購入補助の対象となりま

す。※就学奨励費の支給には条件があります。詳しくは入学後に各学校事務室までお問合せ

ください。 

１人１台端末についてのQ&A 

学校が推奨する機種と同等以上の性能の端末であれば利用することが可能ですが、学校で統

一して導入するソフトウェアが使えない等、授業に支障が出る場合がありますので、各学校

の入学許可予定者オリエンテーション時に御相談ください。 

Ｑ 自宅にあるタブレット端末等を授業で使うことは可能ですか。 

Ｑ 高等学校の学習では、どのようにタブレット端末等を利用するのですか。 

端末は、家庭での学習や部活動などにも活用することを想定しています。例えば、家庭で課

題を受け取ったり提出したり、授業動画を予習・復習に活用したりすることや部活動におけ

る連絡に用いたり、フォームのチェックなどを行ったりすることが考えられます。 

Ｑ 家庭にインターネット通信環境がない場合どうすればよいですか。 

各学校に貸出用モバイルルータを用意していますので御利用ください。（通信費は各御家庭で

御負担いただくことになります。） 

なお、学校のホームルーム教室は、高速インターネット環境にあります。 

Ｑ 入学までにタブレット端末等を購入しなければいけませんか。 

購入方法等の詳細は、各学校の入学許可予定者オリエンテーション時に御説明いたします。

入学前に事前に購入いただく必要はありません。 

 滋賀県教育委員会事務局教育総務課 教育ICT化推進室 077-528-4518  問合せ先 

Ｑ 高等学校（特別支援学校高等部）では端末を買わないといけないのですか。 

高等学校における教材については、自己負担でお願いしており、タブレット端末等についても

同じ考え方としておりますので、皆様の御理解をお願いします。 

タブレット端末等を購入いただくことにより、授業や部活動で活用いただくだけでなく、家庭

での自主学習やプライベートでの活用なども可能であり、卒業後は、タブレット端末等で学習

した記録を自身の学習記録として活用いただけます。 

なお生徒の皆さんには、在学中、県が所有するMicrosoft365ライセンス（Word、Excel等）が無

償で付与されます。 

Ｑ 家電量販店等で各自でタブレット端末等を購入してもいいですか。 

購入方法等の詳細は、各学校の入学許可予定者オリエンテーション時に御説明いたします。 

  その内容を御確認のうえ、御判断ください。 


